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収納ユニット使用規程（2010年 6月 21日改訂版） 

 

第 1条（定義） 

1 本収納ユニット使用規程（以下「本規程」といいます。）において、「当社」と

は株式会社ピードモントをいいます。 

2 「利用者」とは、収納ユニットの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者を

いいます。 

3 「収納ユニット」とは、当社が利用者に提供するレンタル・スペースをいいま

す。 

4 「収納品｣とは、利用者が収納ユニットに収納する動産をいいます。 

5 「申込書」とは、当社所定の様式による「収納ユニット使用申込書」をいいま

す。 

6 「施設」とは、申込書に記載された収納ユニットのある施設をいいます。 

 

第 2条（本契約の申込及び成立） 

 収納ユニットの利用を希望する者は、当社所定の手続に従い、申込書に必要事項を記載

の上署名・押印し、且つ申込書に押印した印章（以下「届出印」といいます。）を届け出る

ことにより、収納ユニットの利用を申し込むものとします。当社は身分証明書及び／又は

居住証明書の呈示を求めることがあります。当社が当該申込を承諾した場合は、申込書及

び本規程に定める条件に従うことを条件として、当社と利用者の間の収納ユニットの利用

契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。但し、収納ユニットの利用

開始は、本契約に定める料金及び保証金の支払いを条件とします。 

 

第 3条（本契約の目的） 

 本契約は、当社が利用者に対し、収納ユニットを賃貸することを目的とするものです。

当社は、いかなる意味でも、利用者のための収納品の保管又は占有を受任するものではあ

りません。 

 

第 4条（利用上の制限） 

1 利用者は、当社又はその役員、取締役、従業員、若しくは代理人、又は他の利

用者若しくはその権限ある代理人（第 21条で定義します。）又は施設の隣人に

対し、損害を与えたり迷惑をかけたりすることはできません。利用者は、発火

性、引火性若しくは有毒性等のある危険物、悪臭物、生き物（遺体、遺骨、遺

灰を含みます。）、腐敗物（腐敗するおそれのあるものを含みます。）、不潔な物、

害虫が発生するおそれのある物、利用者が正当な占有権原を有しない物（かか

る占有権原について第三者が争うおそれのある物を含みます。）、又は施設、当

社の従業員、若しくは第三者に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのあるその他

の物を収納することはできません。利用者は、容積、重量又は長さにおいて当

社の定める規格に合致しないものを収納することはできません。利用者は、収

納ユニットの中で寝泊りしたり、当社の許可なく施設又はその敷地内で撮影し

たり、その他収納ユニットを違法な目的のために利用したりすることはできま

せん。 

2 （i）収納品が施設内の人々にとり危害を加えると当社が判断する場合（収納

品から害虫が発生したと当社が判断する場合を含みます。）、（ii）収納品が本

契約に違反すると当社が判断する場合、(ⅲ)当社の従業員若しくは代表者が建

物のメンテナンスのため収納ユニットを通過して建物のシステムに出入りす

る必要がある場合、又は（ⅳ）緊急の場合は、当社及びその代理人は、いつで

も、収納ユニットを開扉して必要な措置を講ずることができるものとします。

当社は、収納ユニット又は施設を修繕するための収納ユニットの検査を行なう

ため、利用者と相互に合意できる時間を設定することができるものとします。 

3 利用者は、当社の事前の書面による同意を得ることなく、収納ユニット又は施

設を変更することはできません。 

4       利用者が収納ユニット又は施設を汚損又は損壊した場合は、利用者は当社に対

し直ちに収納ユニット又は施設の清掃又は補修に必要な費用を補償するもの

とします。利用者の収納品に起因して害虫又はかびが発生したと当社が判断し

た場合、利用者は当社に対し直ちに害虫の駆除費用、かびの除去費用、その他

収納ユニット及び／又は施設の衛生管理のため必要な費用を補償するものと

します。 

5 当社は、一定の施設において利用者による利用のために駐車場を提供すること

があります。当社が利用者に駐車場を提供する場合、利用者は、当社が許諾す

る施設内（又は施設周辺）の駐車場を、収納品の搬入又は搬出のためにのみ利

用することができるものとします。利用者は、その駐車場の利用により当社又

は第三者に生じた全ての損害につき責任を負うものとします。 

 

第 5条（期間） 

本契約に基づく収納ユニットの利用期間（以下「本契約期間」といいます。）は、申込

書に記載した期間とします。但し、期間満了の 30日前まで（又は、当初の本契約期間につ

いてはその開始日以前）に当社又は利用者のいずれからも本契約期間を更新しない旨の意

思表示がない場合には、本契約期間は、その期間満了の日の翌日から更に 1 か月間更新さ

れるものとし、本契約期間後も同様とします。念のためですが、本契約期間は、常に暦月

の末日に終了するものとし、上記の利用者からの更新しない旨の意思表示は、本契約が終

了することを意図する暦月末日の 30日前までに、当社が受領するものとします。 

 

第 6条（料金及び費用） 

1 利用者は、当社に対し申込書に記載された月額利用料（以下「利用料」といい

ます。）を、（i）当初の本契約期間については収納ユニットの利用申込時に、（ii）

その後は各月の 1 日から末日までの期間については前月の 15 日までに前払い

で、申込書に記載された方法にかかわらず利用者名義による申込書記載の当社

の銀行口座宛て電信送金又は当社が承認するその他の方法により、それぞれ支

払うものとします。なお、本契約期間（その後に更新された期間も含みます。）

が 3か月以上となる場合には、利用者は、当社に対し、各月の 1日から末日ま

での期間にかかる利用料について、その前月 26 日に引き落としによる口座振

替によって支払うものとします。 

2 当社は、その合理的裁量により、45日前の事前の通知を行なうことにより、利

用料を変更することができるものとします。変更後の利用料は、変更後最初に

更新される本契約期間から適用されるものとします。 

3 本契約に基づき利用者が当社に償還すべき費用又は賠償すべき損害が発生し

た場合には、利用者は速やかに当社に当該費用又は損害相当額を支払うものと

します。 

4 利用者が利用料又は本契約に基づく費用の償還若しくは損害の賠償の支払い

を行ったことを、その支払期限の到来する月の末日までに当社において確認で

きなかった場合は、利用者は、2,100 円の遅延管理料を負担するものとします

（当社は、その裁量により、当該金額を 4,000円まで引き上げることがありま

す）。 

5 利用者が利用料又は本契約に基づく費用の償還若しくは損害の賠償の支払い

を行ったことを、翌月 14 日までに当社において確認できなかった場合は、利

用者は、更に 5,250円の遅延管理料を支払うものとします（当社は、その裁量

により、当該金額を 7,000円まで引き上げることがあります）。 

6 利用者が利用料の支払を 1度以上遅延した場合は、当社は、利用者に対し、利

用料の 3か月分に相当する金額以下の保証金を差し入れるように求めることが

あります。 

 

第 7条（保証金及び加入料） 

1 利用者は、収納ユニットの利用の申込に際して、当社が求めた場合は申込書に

記載された保証金（以下「保証金」といいます。）を当社に差し入れるものと

します。利用者は、利用料の最初の支払いと同時に、申込書に記載された方法

により、保証金を支払うものとします。 

2 利用者が当社に対する利用料の支払い又は本契約に基づく費用の償還若しく

は損害の賠償を一部でも怠った場合は、当社は、その裁量により、保証金をも

ってそれらの支払いに充当することができるものとします。利用者は、保証金

をもってそれらの支払いに充当することを求めることはできないものとしま

す。 

3 当社が保証金を前項の支払に充当した場合は、当社は、利用者に対し、保証金

の残高を当初差し入れた金額とするため、充当部分に相当する追加額を差し入

れるように求めることができるものとします。この場合、利用者は、直ちに当

該金額を当社に差し入れるものとします。 

4 当社は、本契約期間が満了し又は本契約が解除された場合は、利用者が施設か

ら全ての収納品を搬出した後に、利用料並びに本契約に基づき当社に支払うべ

き費用償還額及び損害賠償額の未払額を差し引いて保証金を利用者に返還す

るものとします。なお、この場合において利用者が他に使用している収納ユニ

ットがある場合には、返還される保証金相当額を他に使用しているユニットの

翌月以降の利用料に充当することがあります。保証金には利息を付けないもの

とし、保証金の返還に際しては事務手数料（525円）を収受します。 

 

第 8条 （スマートカード） 

1 当社は、利用者が施設の出入に使用するため、収納ユニット毎に当社のセキュ

リティシステムに対応したカード（以下「スマートカード」といいます。）を

発行し、利用者は新規ユニット契約に際してこれを購入するものとします。利

用者自身若しくは第 21 条に定める権限ある代理人が使用するための追加カー

ドの発行又は何らかの理由によるカードの再発行についても同様とします。当

社は、（i）利用者が本契約又は利用者が当社との間で申込書に記載されていな

い他の施設に関して締結している本契約と同種の契約（以下「他契約」といい

ます。）に基づく利用料又は費用の償還若しくは損害の賠償の支払いを行った

ことを、その支払期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかっ

た場合、又は(ii）利用者が第 4 条に違反すると当社が判断する場合、いつで

もスマートカードを無効とすることができます。スマートカードが無効となっ

た場合、利用者は当社に連絡をして、スマートカードの有効化について協議す

ることができるものとします。 

2 各スマートカードには、利用者又は権限ある代理人各自の暗証番号を登録する

ものとします。 

3 利用者は、スマートカードが破損し又は紛失した場合は、直ちに当社にこれを

届け出るものとします。 

4 利用者及び権限ある代理人は、スマートカードを持参しない場合は、施設に入

ることができません。 

5 利用者は、本契約が終了した場合において、当社から請求を受けたときは、直

ちに全てのスマートカードを当社に返却するものとします。 

 

第 8条の 2（鍵及び錠前） 

1 利用者は、各収納ユニット毎に 1 つの錠前及び鍵（以下「鍵」といいます。）

で施錠し、その責任において全ての鍵を保持し又は権限ある代理人に提供する

ものとします。当社は、その裁量により、利用者に錠前及び鍵を提供すること

があります。但し、当社は、当該錠前及び鍵の安全性を保証するものではあり

ません。 

2 利用者は、鍵が破損し又は紛失した場合は、直ちに当社にこれを届け出るもの

とします。この場合、当社は、3,150 円の管理料を徴収して、利用者立会のも

とに、錠前を切断します（当社は、その裁量により、当該金額を 7,000円まで

引き上げることがあります）。 

 

第 9条（損害賠償） 

1 当社は、利用者が施設内に搬入した収納品の紛失、盗難、滅失、毀損又は変質

その他利用者に発生した一切の損害（(i)地震、火災、津波、高潮、大水、暴風

雨、塩害、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫

害、荷造の不完全、徴発、防疫その他抵抗又は回避することのできない災厄、

事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害、(ii)

利用者又は権限ある代理人の指示に従ったことに基づき発生した損害、(iii)

利用者、権限ある代理人又はこれらの者の使用人が行い又は加担した不法行為

に起因する損害、(iv)収納品の性質、欠陥、自然の消耗又は性質による蒸れ、

かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の事由による損害、及び(v)第4

条その他本契約に違反した収納品に起因して生じた損害を含むがこれらに限ら

れない。）につき、責任を負わないものとします。但し、当該損害の発生が当

社の故意又は重大な過失に基づく場合は、当社は、利用者に対し、利用者の直

接的損害に限り賠償の責任を負うものとしますが、当社は、利用者による収納

ユニット又は施設の利用に関連して発生するいかなる間接的損害・特別損害・

偶発的損害・懲罰的損害・補填損害又は派生的損害についても責任を負わない

ものとします。 

2 利用者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質等により当社又は第三者に損害

が生じた場合は、利用者は、当社又は当該第三者に対し、当該損害につき賠償

の責任を負うものとします。 

3 利用者は、収納品の収納ユニット又は施設への搬入又はそこからの搬出に関連

して利用者に発生した一切の損害につき、当社又はその従業員が責任を負わな

いことを、異議なく承認します。 

 

第 10条（契約の解約） 

 当社及び利用者のいずれも、当初の本契約期間が満了した後は、理由の如何を問わず、

常に暦月の末日に終了する本契約期間満了日の前月末日までに通知を書面により行なうこ

とにより、本契約を解約できるものとします。この場合、利用者が本契約期間の満了前に
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収納ユニットを明渡した場合であっても、利用料は返還されないものとしますが、本契約

期間満了日の翌月以降にかかる利用料を当社が受領している場合には当該利用料から事務

手数料を差し引いた金額を返還するものとします。 

 

第 11条（即時解約） 

 次の各号のいずれかの事由が発生した場合は、当社は、利用者に通知して本契約を直ち

に解約できるものとします。但し、下記⑤の場合において利用者宛てに出した通知が返送

された場合には、当社は更に通知を行うことなく本契約を解約できるものとします。 

① 利用者が第 4条をはじめとする本契約又は他契約に違反したとき（利用料その他

の管理料の支払が期限までになされない場合を含む。） 

② 利用者が死亡し、破産宣告を受け又は支払停止に陥ったとき 

③ 利用者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質により、当社又は第三者が損害を

被り又はそのおそれがあると当社が判断したとき 

④ 収納品が利用者又は第三者の不正行為又は違法行為と直接又は間接に関連する

と当社が判断したとき 

⑤ 当社が利用者宛てに出した通知が返送された場合の他、利用者の所在が当社にと

って不明となったとき 

⑥ 利用者が刑事処分を受けたとき又は犯罪に関与していると当社が判断したとき 

⑦ 利用者がその団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）による集団

的若しくは常習的な暴力的違法行為への従事を助長するおそれがある団体、狂

信的思想団体その他反社会的団体又はそれらの構成員（その団体の構成団体の

構成員を含む。）であると当社が判断したとき 

⑧ その他利用者の信用が著しく失墜したと当社が認めたとき 

 

第 12条（契約の終了） 

1 本契約期間が更新されることなく満了した場合又は本契約が第 10 条に従い解

約された場合は、利用者は、事前に当社に連絡の上、本契約期間の残期間満了

までに、収納ユニットから全ての収納品を収去して収納ユニットを明渡すもの

とします。本契約が第 11 条に従い解約された場合は、利用者は、事前に当社

に連絡の上、直ちに収納ユニットから全ての収納品を収去して収納ユニットを

明渡すものとします。 

2 前項に定める全ての収納品の収去及び収納ユニットの明渡しが遅延した場合

は、利用者は、本契約解約の日又は本契約期間の満了日から全ての収納品の収

去及び収納ユニットの明渡しの終了した日の属する月の末日までの期間にか

かる利用料相当額を当社に支払うものとします。但し、第 11 条により解約さ

れた場合は、利用者は、全ての収納品の収去及び収納ユニットの明渡しが終了

した日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします。 

3 第 10条第 1項に定める解約通知が利用者に到達し、且つ明らかに利用者による

収納ユニットの利用が終了した状態と判断できる場合は、当社は、収納ユニッ

トの明渡しが終了したものとみなし、利用者に確認した上で収納ユニットから

全ての収納品の残置物を収去できるものとします。 

 

第 13条（情報の管理） 

1 次のいずれかの事由が発生した場合は、利用者は直ちに当社に書面で届出るも

のとします。 

① 収納ユニットの破損若しくは汚損又は鍵若しくは届出印の紛失若しくは盗難が

発生した場合 

② 利用者の氏名、商号、住所、届出印その他届出事項に変更があった場合又は変更

しようとする場合 

③ 前各号のほか、本契約に影響を及ぼす事態が生じた場合 

2 当社は、届出事項その他本契約に関連する利用者の情報を故なく第三者に開示

しないものとします。但し、当社は、犯罪捜査その他公益上の理由により政府

機関に対して当該情報を開示することがあります。 

3    当社は、電話により又は直接、支払情報を含む経理上の情報若しくは暗証番号

の提供又は施設への出入りを要求された場合、一定の個人情報を質問すること

によって、当該要求者が利用者又は権限ある代理人であることを確認すること

があります。この場合、利用者又は権限ある代理人が合理的に確認された上で、

当社は、当該情報を当該要求者に提供することがあります。利用者は、当社又

はその従業員が、当該個人情報の登録又は当社による本項に従った情報の提供

に関連して利用者が被った損害に対して責任を負わないことに異議なく同意し

ます。 

4 当社は、電話により又は直接、支払情報の提供を要求された場合、一定の個人

情報を質問することによって、当該要求者が支払情報を取得できる者として登

録された者（以下「支払情報取得者」といいます。）であると合理的に確認し

た上で、当該情報を当該要求者に提供することがあります。利用者は、当社又

はその従業員が、当該個人情報の登録又は当社による本項に従った情報の提供

に関連して利用者が被った損害に対して責任を負わないことに異議なく同意

します。 

5 支払情報取得者を登録する場合、当社所定の用紙に必要事項を記入し、当社に

届け出なければなりません。必要事項が適切に記入され届出印のある当該用紙

を当社が受領した後に、当該用紙に記載された者が支払情報取得者となります。 

 

第 14条（緊急措置） 

 当社が法令の定めるところにより収納ユニットの開扉を求められた場合又は施設の火災、

収納品の異変若しくはそのおそれ等緊急を要する場合は、当社は、収納ユニットを開扉す

るための措置その他の適当な措置を講ずることができるものとします。このために生じた

損害については、当社は責任を負いません。 

 

第 15条（施設の修繕及び移転） 

 収納ユニット又は施設の修繕又は移転その他やむをえない事情により、当社が収納品の

一時引取り又は収納ユニットの変更を利用者に求めた場合は、利用者は、直ちにこれに応

じるものとします。 

 

第 16条（火災保険及び盗難保険の付保） 

 当社は、法令上認められる限度で、利用者のために、本契約期間中に利用者により各収

納ユニットに収納された収納品に対し、申込書に記載された保険金額の火災（地震により

直接又は間接的に発生した火災を除く。）保険及び盗難保険を定評ある保険会社（以下「契

約保険会社」といいます。）により付保することとします。利用者は、保険条件が時を経て

変更する可能性があること及び特定の収納品が現在又は将来において当該保険の補償範囲

内であることを当社が保証することができないことを了承します。当社は、利用者の要求

に応じて、契約保険会社が用意した保険概要を提供するものとします。利用者が保険範囲

について疑問を有している場合は、当社は契約保険会社の連絡先を提供するものとします。

保険範囲が利用不能なものとなった場合は、当社は利用者に報告するものとします。利用

者は、別の保険を保険会社により付保することができます。利用者は、保険対象の紛失又

は損害が生じた場合は、契約保険会社に対し直接請求するものとします。当社は、契約保

険会社が承認しない請求及び申込書に記載された保険金額又は保険範囲を超える請求につ

いては一切責任を負いません。保険対象となる紛失の場合、利用者は、申込書に記載され

た保険範囲を超える利用者が収納ユニットに収納した収納品の価値については、利用者自

身のみが責任を負うことに異議なく同意します。なお、当社は、その裁量により当該保険

契約をいつでも解除することができるものとします。 

 

第 17条（譲渡・転貸の禁止） 

 利用者は、本契約に基づくいかなる権利も、譲渡、転貸又は質入することはできません。 

 

第 18条（押印の免除） 

 当社が特に認めた場合は、利用者は、第 2 条に定める申込書への押印及び／又は届出印

の届出を免除されます。この場合、第 13条に定める「届出印」に関する規程は適用されな

いものとします。 

 

第 19条（通知） 

1 本契約に基づく利用者の当社に対する通知は、書面によるものとし、下記宛先

に到達することにより効力を生ずるものとします。 

記 

株式会社ピードモント キュラーズコールセンター  

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-13-7 恵比寿イーストビル 

電話 0120-15-9824 

FAX 03-5449-2220 

 

2 本契約に基づく当社の利用者に対する通知は、利用者より書面による変更の連

絡がない限り、申込書記載の利用者の住所宛に発することにより、当該通知が

通常到達すべき時に到達しその効力が発生したものとみなします。 

 

第 20条（集合動産譲渡担保） 

1 利用者は、当社に対し、本契約又は他契約に基づく利用者の当社に対する一切

の債務の履行を担保するため、収納ユニット内に随時収納する全ての収納品の

上に譲渡担保権を設定します。但し、次項に定める事由が発生するまでの間は、

当社は、本条に基づく権利を行使することができず、利用者は、収納ユニット

内の収納品を自由に搬出することができます。 

2 利用者が本契約又は他契約に基づく利用料又は費用の償還若しくは損害の賠

償の支払いを、翌月 14日までに行わなかった場合又は第 12条第 1項に定める

収納品の収去及び収納ユニットの明渡しを 2週間にわたり遅延した場合、当社

は、前項の譲渡担保権を実行し、その裁量により、（i）錠前を損壊して収納ユ

ニットを開扉すること、（ii）収納品を別途管理すること、（iii）当社が一般

に適当と認める方法、時期及び価格により収納品を換価処分若しくは自ら取得

してその処分代金若しくは取得代金から関連費用を控除した残額を本契約に

基づく利用者の当社に対する債務の支払いに充当すること、並びに／又は（iv）

未処分の収納品を利用者に対して返還すること又は収納品の処分若しくは返

還が困難な場合には廃棄することができるものとします。当社は、収納ユニッ

トの開扉に際して公証人等に立会いを求めることができます。 

3 当社は、前項に基づく収納品の処分又は取得の結果余剰が生じた場合は、速や

かにこれを利用者に返還します。前項に定める事項に要する一切の費用は利用

者の負担とします。利用者は、当社が、本条に定める譲渡担保権を行使するに

際し、コンテナーで収納物を保管し又はその他の合理的な保管場所を確保する

ことができる（但し、施設と同程度の耐久性及び性質を有しないことがありま

す。）ことに異議なく同意します。利用者は、当社が本条に定める譲渡担保権

を行使した結果について、当社に対して請求を行う一切の権利を放棄します。

当社は、本条の規定により、本契約に基づく利用者の当社に対する債務の未払

額を回収するために法的手段を講じることを妨げられないものとします。 

 

第 21条（権限ある代理人） 

1  利用者以外の者に収納ユニットのアクセス権限を付与することを希望する利

用者は、当社所定の用紙に必要事項を記入し、当社に届け出なければなりませ

ん。必要事項が適切に記入され届出印のある当該用紙を当社が受領した後に、

当該用紙に記載された者が権限ある代理人となります。権限ある代理人は、そ

の者を当該記載から抹消する旨の書面による届出を当社が受領するときまで、

収納ユニットの完全なるアクセス権を有します。権限ある代理人は、収納品を

収納ユニットへ搬入したり収納ユニットから搬出したりすることができます

が、利用者に代わって収納ユニットを明け渡したり、収納ユニットを開けるた

めに錠前を切除したりすることはできません。利用者は、権限ある代理人が本

契約の規定を完全に遵守することにつき一切の責任を負うものとし、当社が権

限ある代理人の行動によって損失又は損害を被らないようにします。利用者は、

その責任において暗証番号又はスマートカードと鍵を権限ある代理人に提供

するものとします。各権限ある代理人は、身分証明書による本人確認に備えな

ければならず、当社はその記録のためにこれをコピーすることができます。 

2  収納品の収納ユニット又は施設への搬入又はそこからの搬出その他収納ユニ

ットの利用に関する利用者の権利義務について定めた本契約の規定（第 4 条、

第 9条、第 11条（②号、⑤号及び⑧号を除く。）及び第 17条を含む。）におい

て、「利用者」という用語には、権限ある代理人が含まれるものとします。 

 

第 22条（契約の変更） 

本規程は、当社の合理的裁量により、45日前の事前の通知を行なうことによって変更す

ることができるものとします。変更後の本規程の効力は、変更について店内における掲示

及び当社ウェブサイト上での掲示を始めた時点から 45日間が経過した時点で生じるものと

します。利用者は、変更に異議がある場合は、第 10条に従い本契約を解約することができ

ます。 

 

第 23条（想定外事項） 

本規程に記載のない事項について疑義が生じた場合は、利用者と当社の双方が誠意を持

って協議するものとします。 

 

第 24条（専属的合意管轄） 

   当社及び利用者は、本契約に関し発生する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡

易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意します。 

 

以上 

 


